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○ 令和８年１月21日の医師専門研修部会においては、令和９（2027）年度専攻医募集
におけるシーリングの基本方針をご説明し、今後、新たに加算数の対象となった都道
府県診療科に指導医派遣実績の提出を求めた上で、シーリング数の案を報告する予
定としていた。

○ 本日は、報告予定だったシーリング数の案や、特別地域連携プログラムの進捗状況
をご説明する。

１． 新たに加算数の対象となった都道府県診療科から収集した指導医派遣実績
・ 指導医派遣実績
・ 通常プログラム加算数及び常勤派遣分

⇒４ページ

２． １．を踏まえ算出したシーリング数案 ⇒資料１－２

３． 特別地域連携プログラムの進捗状況
・ 診療科別の受入可能数 ⇒５ページ
・ 都道府県診療科別の受入可能数 ⇒資料１－３

本日のご説明内容
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令和９（2027）年度専攻医募集におけるシーリング基本方針 全体像
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連携先における研修期間連携先

1年6ヶ月以上シーリング対象外の都道府県連携プログラム

1年以上
足下充足率0.8以下（小児科は0.9以下）の都道府県にあり、
当該都道府県が候補とした施設

特別地域連携
プログラム

募集や採用にあたり生じる要件はない
※基本領域毎のプログラム整備基準において定められる地域研修等の要件はある

募集や採用にあたり生じる要件はない
※基本領域毎のプログラム整備基準において定められる地域研修等の要件はある

通常プログラム

※足下充足率 2022足下医師数/2022必要医師数

※精神科は、他に精神保健指定医連携枠を設置することが可能

１．シーリング対象都道府県の選定

○ 令和７(2025)年に算出された最新の必要医師数等を使用し、各都道府県診療科における「2022年の足下医師数」と、「2022年の必要医師数」及び
「2030年の必要医師数」を比較し、両者と同数又は上回る場合とする。

※ 過去３年間の採用数の平均が５以下の都道府県診療科はシーリングの対象外とする。
※ 例外としてシーリングの対象外とする診療科は、外科・産婦人科１) 、病理・臨床検査２)、救急・総合診療科３) の６診療科

１)平成6年度と比較して平成28年度の医師数自体が減少しているなどの理由 ２)専攻医が著しく少数である等の理由 ３)今後の役割についてさらなる議論が必要とされている等の理由

２．シーリング数や採用上限数、プログラムの内訳等

○ 基本的には令和８（2026）年度の仕組みと同様と
する。

○ 特別地域連携プログラムの連携先要件を変更し、
連携プログラム（都道府県限定分）を統合する。

○ 通常プログラムの加算数の算出に用いる指導医
派遣実績は、実績収集等の負担等を考慮し、基本
的には、新たに収集することはせず、令和８(2026)
年度のシーリング算出に用いた実績を使用する。

通常募集
プログラム
（基本数）

連携
プログラム 直近の過去３年間の平均採用数の一定割合に満たない分

（各プログラムの割合は、令和７年度のものを維持）

当該診療科の直近の過去３年間の全国専攻医採用数の平均
×（都道府県人口/全国の総人口）

通常プログラム
（加算数）

直近の過去３年間の平均採用数の一定割合に満たない場合、
所定の要件を満たす場合に加算（上限あり）

当該都道府県診療科
の直近の過去３年間
の平均採用数

特別地域連携
プログラム

※ 上図の他、以下の仕組みも維持する。

・ シーリング数が少数である都道府県診療科に対する一定数のシーリング数を保障 （留意分）

・ 専門研修指導医を医師少数区域に週５日派遣している派遣実績の評価 （常勤派遣分）

※ 連携プログラムの設置には地域貢献率が原則20%以上が必須要件。

令和 ８年１月21日 令和７年度第４回 医道審議会 医師分科会 医師専門研修部会 資料１－１（日本専門医機構資料）



専門研修指導医の派遣実績及び加算数

常勤派遣分（⑥～⑧）通常プログラム加算数（②～⑤）

都道府県領域

⑧⑦⑥⑤④③②①

常勤派遣分⑥/①

②のうち、医
師少数区域に
週５日派遣し
ている派遣実

績(人・年)

通常プログラ
ム加算数

実績の加算数
への換算
（ ②×0.5
＋③×0.5）

②のうち、派
遣先が足下充
足率0.7以下

への派遣実績
（人・年）

派遣実績
（人・年）

加算上限

1111190381鳥取県内科

000470144兵庫県小児科

000150101奈良県小児科

2253100203愛知県皮膚科

11616180161岡山県皮膚科

0002440872京都府精神科

11112121香川県精神科

16614081奈良県整形外科

113350103愛知県眼科

00014081岡山県眼科

4422691111726東京都泌尿器科

000250102福岡県泌尿器科

00000003兵庫県麻酔科

○ 令和９(2027)年度専攻医募集におけるシーリングにおいて新たに加算数の対象となった都道府県診療科から指導医派遣実
績（下表の②、③及び⑥）を収集し、「通常プログラム加算数」（下表⑤）及び「常勤派遣分」（下表⑧）を算出した。
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※令和９年度シーリングの対象である都道府県診療科のうち、加算数並びに常勤派遣分の対象とならない場合の理由及び該当する都道府県診療科は以下のとおり。

○通常プログラム基本数が過去3年間平均採用数を上回るまたは同数となる

・・・・・内科（徳島県、熊本県、鹿児島県）、小児科（長野県、京都府、岡山県）、皮膚科（兵庫県）、精神科（広島県、熊本県、沖縄県）、眼科（兵庫県）、耳鼻咽喉科（大阪府、兵庫県）、泌尿器科（大

阪府）、脳神経外科（北海道）、放射線科（大阪府）、麻酔科（北海道、大阪府、広島県、福岡県）、形成外科（大阪府、福岡県）、リハビリテーション科（大阪府、福岡県）

○加算上限が１未満

・・・・・皮膚科（石川県）、耳鼻咽喉科（岡山県）、放射線科（奈良県、愛媛県）、形成外科（岡山県）



特別地域連携プログラムの受入可能数（令和８年３月13日時点の集計結果）

特別地域連携プログラム採用上限数受入可能数（3/13時点の集計結果）

89411内科

40109小児科

2745皮膚科

2774精神科

474整形外科

2137眼科

1528耳鼻咽喉科

1728泌尿器科

941脳神経外科

1254放射線科

2592麻酔科

1130形成外科

327リハビリテーション科

○ 現時点（令和８年３月13日時点）で集計した特別地域連携プログラムの連携先候補施設の受入可能数
は、下表のとおり。引き続き、都道府県や学会の協力を得ながら、連携先施設候補のリストの収集を進め
る予定。
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参考：前回資料
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○ 令和９（2027）年度については、今後に向けた運用上の課題の把握等も念頭にしながら、基本的には、
令和７（2025）年７月24日医道審議会医師分科会医師専門研修部会において厚生労働省より示された案を
踏まえた方針とする。

○ 令和９（2027）年度のシーリングについては、基本的には令和８（2026）年度の仕組みと同様とするが、具
体的な変更点等は、以下のとおり。

１．シーリング対象
・ 令和７(2025)年に算出された最新の必要医師数や足下医師数のデータを用いることとし、

「2022年医師数」が、「2022年の必要医師数」及び「2030年の必要医師数」と同数あるいは上回る
都道府県診療科とする。
※ただし、過去３年間（令和５～７年度）の採用数の平均が５以下の都道府県診療科は、対象外とする。

２．特別地域連携プログラム
・ 特別地域連携プログラムの連携先要件について

①足下充足率の基準を「0.7以下」から「0.8以下」に引き上げる。 ※小児科は「0.8以下」から「0.9以下」に引き上げ

②「医師少数区域」から「都道府県が候補とした施設」に変更する。
・ 特別地域連携プログラムと連携プログラム（都道府県限定分）を統合する。

３．指導医派遣実績について
・ 通常プログラムの加算数の算出に用いる指導医派遣実績については、実績の収集等の負担等を考慮し、
新たに収集することはせず、令和８(2026)年度のシーリング算出に用いた実績を使用する。

・ ただし、令和９(2027）年度のシーリングにおいて新たに加算数の設置の対象となる都道府県診療科につ
いては、令和８(2026)年度のシーリング算出と同様の方法で実績を収集し、算出に用いる。

方針（案）

令和９（2027）年度専攻医募集におけるシーリングについて
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【令和９(2027)年度募集】シーリングの設定方法について①

シーリング対象とする都道府県診療科の選定２．

「令和４年(2022年)の医師数」≧「令和４年(2022年)の必要医師数」
かつ「令和４年(2022年)の医師数」≧「令和12年(2030年)の必要医師数」を満たす都道府県診療科。

※過去３年間（令和５(2023)-７(2025)年度）の採用数の平均が５人以下の場合は、シーリング対象外とする。
※「医師数」は、いずれも性年齢構成を反映した仕事量に換算した人数。

シーリング対象の診療科 ※変更なし１．

内科、小児科、皮膚科、精神科、整形外科、眼科、耳鼻咽喉科、
泌尿器科、脳神経外科、放射線科、麻酔科、形成外科、リハビ
リテーション科の13診療科

例外としてシーリングの対象外とする診療科は、
外科・産婦人科１) 、病理・臨床検査２)、救急・総合診療科３)

の６診療科
１)平成6年度と比較して平成28年度の医師数自体が減少しているなどの理由
２)専攻医が著しく少数である等の理由
３)今後の役割についてさらなる議論が必要とされている等の理由

通常プログラム数の設定３．

（１）通常プログラムの基本数：
当該診療科の過去３年間（令和５(2023)-７(2025)年度）の全国専攻医採用数の平均×（都道府県の人口/全国の総人口）
※小児科については、（都道府県の15歳未満人口/全国の15歳未満総人口）とする。

（２）通常プログラムの加算数：
（１）の数が、過去３年間の平均採用数に達していない場合、「過去３年間の平均採用数に達しない範囲」かつ「通常プログラ

ム基本数の1５％までの範囲」で、指導医派遣実績に応じた通常プログラムの加算を可能とする。
※（１）においては、直近の過去3年間平均採用数を超えて設定することを許容。一方で、（２）は過去３年間平均採用数に満たない範囲で加算

することとする。

8
（次ページに続く）



【令和９ (2027)年度募集】シーリングの設定方法について②

連携プログラムの設置４．

（３）連携プログラムの設置数
３．による通常プログラム数が、過去３年間の平均採用数に満たない場合、過去３年間の平均採用数に達しない範囲で、連

携プログラムの設置を可能とする。（※１）
ただし、当該年度の通常プログラムにおける地域貢献率（※２）が原則20％以上であることを連携プログラムの設置のため

の必須条件とする。

※１ ３.の時点で、直近の過去３年間平均採用数を超えた場合は、連携プログラムは設置されない。

Σ（各専攻医が「シーリング対象外の都道府県」及び「当該都道府県の医師少数区域」で研修を実施している期間）
※２ 地域貢献率＝

Σ（各専攻医における専門研修プログラムの総研修期間）

（４）連携プログラムの内訳の設定
各連携プログラムは、令和７年度募集における各プログラムの設置数の比率（実績がない場合は令和７年度募集における

設置数の比率の原則(※３)）を維持して設定する。ただし、特別地域連携プログラムの比率には、都道府県限定分と特別地域
連携プログラムを含めることとする。

シーリング数連携期間連携先区分

｛(3)連携プログラムの設置数｝

×令和７年度の連携プログラム総数に
おける連携プログラムの割合

１年半以上シーリング対象外の都道府県に所在する施設連携プログラム（イ）

｛(3)連携プログラムの設置数｝

×令和７年度の連携プログラム総数に
おける都道府県限定分及び特別地域連

携プログラムの割合

１年以上
足下充足率0.8以下(小児科は0.9以下)の都道府

県にあり、当該都道府県が候補とした施設
特別地域連携

プログラム
（ロ）

※３ 連携プログラム：特別地域連携プログラム（都道府県限定分を含む）＝ ３：２ （内科・整形外科・脳神経外科）
１：１ （眼科・耳鼻科・泌尿器科・リハビリテーション科）
１：２ （小児科・皮膚科・精神科・放射線科・麻酔科・形成外科）

9（次ページに続く）



【令和９ (2027)年度募集】シーリングの設定方法について③

留意分等５．

（５）シーリング数が全国採用数の一定割合に満たない場合の配慮（留意分）

算出されたシーリング数が、当該診療科の過去３年間（令和５(2023)-７(2025)年度）の全国専攻医採用数の平均の1.7%に満
たない場合、前回シーリング数を超えない範囲で通常プログラムを追加することを可能とする。

※新たにシーリング対象となった都道府県診療科など「前回シーリング数」が存在しない都道府県診療科は、
・これまでシーリング対象となったことがある場合は、直近のシーリング数
・これまでシーリング対象となったことがない場合は、過去３年間（令和５(2023)-７(2025)年度）の平均採用数
を「前回シーリング数」として代用する。

（６）常勤派遣分

通常プログラム加算数の対象である都道府県診療科について、指導医の全派遣実績のうち、医師少数区域に週５日派遣し
ている派遣実績を更に評価し通常プログラムを追加することを可能とする。

ただし、常勤派遣分での採用については次年度以降の採用実績には計上しない。
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留意事項

＜シーリング対象外とする医師＞

・①又は②の医師のうち、専攻医期間に医師少数区域又は医師少数スポットで専門研修を行う予定の者。
① 都道府県と卒業後一定期間、当該都道府県内で医師として就業する契約を締結した者（修学資金の貸与の有無を

問わない）
② 自治医科大学を卒業した医師

・既に基本領域専門医を取得済みのダブルボード取得希望者。



令和９（2027）年度シーリング対象都道府県診療科の一覧

都道府県診療科

東京、京都、和歌山、鳥取、岡山、徳島、福岡、長崎、熊本、鹿児島内科

東京、長野、京都、兵庫、奈良、岡山小児科

東京、石川、愛知、京都、兵庫、岡山皮膚科

東京、石川、京都、岡山、広島、香川、福岡、佐賀、熊本、沖縄精神科

京都、奈良、福岡整形外科

東京、愛知、京都、大阪、兵庫、岡山眼科

東京、京都、大阪、兵庫、岡山耳鼻咽喉科

東京、京都、大阪、福岡泌尿器科

北海道、東京脳神経外科

東京、京都、大阪、奈良、岡山、愛媛、福岡放射線科

北海道、東京、京都、大阪、兵庫、岡山、広島、福岡、沖縄麻酔科

東京、大阪、岡山、福岡形成外科

東京、大阪、福岡リハビリテーション科
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【令和９ (2027)年度募集】専門研修指導医の派遣実績の定義等

12

○ 通常プログラム加算数の算出に用いる専門研修指導医の派遣実績は、令和８(2026)年度と同様、下記の（１）と（２）のいずれも
満たす場合を対象とする。

（イ）専門研修施設（基幹施設または連携施設）又はその認定を受けよ
うとする医療機関への派遣であること

（ロ）シーリング対象外の都道府県への派遣であること

（イ）原則、各基本領域の専門研修プログラム整備基準に定める専門研修
指導医の要件を満たす医師であること

（ロ）派遣元と派遣先の連携・調整により派遣された医師であること

（ハ）専攻医の指導を行うこと等を通じて、専門研修の充実に資する勤務
形態であること

具体例
・ 派遣元から、出向等の形式で異動した上で、所定の期間が経過した後

に派遣元に戻る予定の医師
・ その他、派遣元から専攻医を受け入れて指導を行っているなど、専門

研修環境の向上に資する医師
・ いわゆる医局からの派遣も実績の対象としてよい

留意事項
・ 双方の合意形成の元で派遣されている医師に限ること。調整の事実が

ないことが疑われる場合は改めて確認する場合がある。

具体例
・ 常勤/非常勤の勤務形態や、派遣期間によらず、専攻医の指導に当た

ることが想定される場合
・ 週当たり勤務日数が週５日未満の場合や月単位の勤務（例：週３日の

非常勤勤務を６か月間行う場合など）であっても、専攻医の指導を担当
しうる場合

留意事項
・ 週あたり派遣日数については、概ね半日（午前または午後）以上の勤

務を１日とカウントする。
・ 派遣期間については、概ね半月以上を１か月とカウントする。
・ 常勤医とは、派遣先で週32時間以上勤務する医師を指す。

留意事項
・ 報告時点で研修施設となっていないものの、指導医が派遣される

ことにより、研修施設の要件を満たし、研修施設としての学会の認
定を受けようとしている場合も、研修施設への派遣実績に含める。

具体例
・ 連携プログラム等の連携先要件を満たす地域への派遣

留意事項
・ 指導医と専攻医が共に派遣先（連携先）で勤務することが望ましい

が、指導医単独での派遣も実績に含めることができる。
・ 派遣先については、派遣元の研修プログラムの連携施設のみなら

ず、他のプログラムの基幹施設や連携施設も実績に含めることが
できる。

（１）医師や派遣先における勤務形態 （２）派遣先



【令和9(2027)年度募集】専門研修指導医の派遣実績の枠数への換算

13

○ 専門研修指導医の派遣実績の枠数への換算及び設定数については、令和８年度と同様、以下のとおりとした。

○ また、実績の収集等の負担等を考慮し、基本的には、令和８(2026)年度のシーリング算出に用いた実績を使用する。令和
９ （2027）年度のシーリングにおいて新たに加算数の設置の対象となる都道府県診療科(※)においては、令和８(2026)年度
のシーリング算出と同様の方法で実績を収集し、算出に用いる。

扱い設定可能数枠数への換算対象とする派遣実績

通常プログラム

（ア）＋（イ）を、以下のいずれか小さ
い数を上限とし設定可能とする

(a)過去３年間の平均採用数に達しな
い範囲

(b)通常プログラム基本数の1５％まで
の範囲

派遣実績(人・年)×0.5
・・・（ア）

要件を満たす全派遣実績

派遣実績(人・年)×0.5
・・・（イ）

要件を満たす全派遣実績のうち、
足下充足率0.7以下の都道府県へ
の派遣実績

通常プログラム加算数

常勤派遣分
扱い設定可能数枠数への換算対象とする派遣実績

通常プログラム
（ただし、次年
度の採用実績
に計上しない）

（ウ）を、通常プログラム基本数の1
５％分を上限とし設定可能とする

派遣実績(人・年)/（通常
プログラム基本数の1
５％分）・・・（ウ）

要件を満たす全派遣実績のうち、
常勤に相当する週5日間の医師
少数区域への派遣実績

注：令和８年１月21日の医師専門研修部会で示した常勤派遣分に関する記載に誤りがあったため、下線部の通り、修正しています。

※内科（鳥取県）、小児科（兵庫県、奈良県）、皮膚科（愛知県、岡山県）、精神科（京都府、香川県）、整形外科（奈良県）、眼科（愛知県、岡山県）、
泌尿器科（東京都、福岡県）、麻酔科（兵庫県）



○ 連携プログラムについては、本部会において関係者間の協力体制の構築の重要性等が議論
され、また、厚生労働大臣から、連携先確保に関する仕組みの構築準備等、特別地域連携プロ
グラムの推進に向けた取組等を進めるよう意見を受けた。

○ また、令和９(2027)年度募集から、特別地域連携プログラムの連携先要件を、「足下充足率が
0.8以下（小児科は0.9以下）の都道府県にあり、当該都道府県が候補とした施設」と変更する方
針とされた。

○ こうした議論等を踏まえ、令和９年度以降の専攻医募集に向けては、連携先要件に関する運
用上の基本的な考え方や、関係者が必要とする連携先に関する情報項目の検討を行った。さら
に、学会に対して説明会を開催した上で、令和７年11月には都道府県に対して候補とする連携
先の情報提供を依頼するなど、取組を進めてきた。

経緯

特別地域連携プログラムに係る経緯

14

「医師法第16条の10第１項に基づく厚生労働大臣から一般社団法人日本専門医機構への意見」
（令和７年９月22日）（抄）

１．医療提供体制の確保に重大な影響を与える可能性に関すること（医師法第16条の10関係）
（１）令和８年度専攻医募集におけるシーリング案について

②連携プログラム等について（抄）
・ 医道審議会医師分科会医師専門研修部会における連携先要件及び研修期間等に関する議論
や、連携先確保の取組を推進する方向性を踏まえ、今後の検討に資するよう、特別地域連携プロ
グラムを経験した専攻医の意見を聴取することや、連携先確保に必要とされる都道府県や学会等
が協力できる仕組みの構築準備等、特別地域連携プログラムの推進に向けた取組を進めること。



特別地域連携プログラムの連携先要件等の考え方

○ 連携先施設及び連携期間については、本部会の議論等を踏まえ、それぞれ下記のように扱う。

○ 連携先は、足下充足率が0.8以下（小児科は0.9以下）の都道府県にあり、当該都道府県が候補とした施設とする。なお、足
下充足率は「2022年医師数/2022年必要医師数」とし、2022年医師数及び2022年必要医師数は、2025年の算出によるもの
とする。

○ 「都道府県が候補とした施設」の選定における基本的な考え方については、下記のとおりとする。

（ア）原則として、医師少数区域に所在する施設を中心に候補を選定しつつ、都道府県が必要と認める場合は、それ以外の
区域に所在する施設を選定できることとする。

（イ）令和８年度までに特別地域連携プログラム及び都道府県限定分において連携先となっていた施設は、引き続き連携先
（候補）に含めることを基本とする。

（医師少数区域以外の施設を選定することが考えられる状況の例）
・ 医師少数区域に研修施設が存在しない。
・ 医師少数区域の施設に専門研修指導医が存在しない。
・ 医師少数区域に受入を希望する施設が存在しない。
・ 症例数が一定数確保されているなど、医師の研修により適したものとしてキャリア形成プログラム等に位置づける

など、都道府県が指定した施設である。
・ 臨床研修指定病院である。
・ 地域医療構想調整会議等の議論に基づき、今後の医療提供体制を見据えて選定した施設である。
・ 重点医師偏在対策支援区域にある施設である。 等

連携先施設となるための基準

○ 特別地域連携プログラムにおいては、連携先で研修する期間は１年間以上と設定することとしている。

連携先における研修期間
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連携先都道府県、連携先施設
※大学、地域医師会等を含む

日本専門医機構
学会、連携元施設

※連携元都道府県を含む

連
携
先
施
設
候
補
の

選
定

連
携
先
施
設
候
補
の

把
握
・
情
報
提
供

連
携
先
の
確
保

日本専門医機構は、都道府県に対し、連
携希望の施設の情報提供を依頼
※機構は、都道府県における現状把握の
ため、現在の連携先施設や連携元施設
の一覧を提供することが望ましい

※日本専門医機構から、学会（連携先施
設を含む）に対し、連携構築に向けた
協力依頼も行う

学会は、連携先施設候補を確認
基幹施設への情報提供を行う

日本専門医機構は、
・連携先施設候補の情報をとりまとめ(※)
・学会への確認と施設への情報提供を依頼
・派遣元都道府県への情報提供を行う
※この際、受入可能数が十分であることを
確認

都道府県は、
・都道府県内の施設に対する受入れ
意向の確認

・(適宜)地域医療対策協議会の開催
・(適宜)研修環境を把握する地域の
大学等への相談

等を実施

基幹施設は、プログラムを登録

都道府県は、
連携先施設候補のリストを作成

基幹施設は、連携先施設へ連絡 連携先施設における受入調整

都道府県は、
必要に応じて円滑な受入
を支援

※ 日本専門医機構を中心とし、都道府県の過度の負担に配慮しながら、関係者が協力できる仕組みを構築。
※ 受入希望（受入可能数等を含む。）の把握、連携元や専攻医等が必要とする情報の収集等の取組を通して、連携元と連携先の調整及
び専攻医による前向きな応募を後押し。

特別地域連携プログラムの連携先確保に向けた具体的な手順

○ 連携先の確保のため、都道府県への連携先施設候補のリストの作成依頼を行った。

○ 今後、取りまとめたリストを各領域学会等に提供し、基幹施設に連携先確保及びプログラム策定を進めていただく予定。
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情報収集項目①

例）○○市必須所在市町村

病院の概要
必須二次医療圏の名称

必須医師少数区域に所在する（○/✕）
任意病院の紹介がされているURL（病院のホームページ等）

必須専門研修施設の認定基準を満たす

専攻医の受入態勢 例）202〇年度 〇人必須受入可能な人数（人/年）

任意他病院からの専攻医受け入れ実績

必須指導医数（人）

研修内容

必須専攻医数（人）

任意専攻医の平均受け持ち患者数（人）

例)○○疾患 ○例●●疾患 ●例手術週〇件 等任意経験可能な症例等

必須専攻医の当直回数（回/月）
当直の体制 任意当直体制・医師の配置状況

任意医局等の概要

勤務環境

任意文献データベース等の利用環境

必須妊娠・出産をサポートする体
制の有無（○/✕）

妊娠・出産・育児・介護等に
関する事項

任意院内保育所の有無（○/✕）
任意専攻医の勤怠管理、メンタルヘルスへの対応

例）●●●,●●●円必須月の給与（円）
待遇

例）●●●,●●●円任意年間の賞与（円）

記入例回答要件詳細項目
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情報収集項目②

〇の場合の例）
築○年 3LDK 病院まで徒歩○分 等

必須単身用の有無（○/✕）宿舎（寮）

世帯用の有無（○/✕）

必須（宿舎以外に住む場合）住居費への手当の有無（○/✕）住居費への手当

必須交通費（通勤費用）への手当の有無（○/✕）交通費（通勤費
用）への手当

手当が出る場合の例）転居費用を○○円まで支給必須引っ越し（移転）に関連する手当の有無（○/✕）引っ越し（移転）
への手当

例）
期間施設、連携施設等である場合は、どのような
研修プログラムを実施しているかの説明。病院や
プログラムの中で掲げている理念や、どのような
指導体制を取っているか等を記載。連携施設でな
い場合も、特別地域連携プログラムの連携先とし
てどのような研修が行えるかを記載。適宜病院の
ホームページ等の情報が掲載されているURLを記
載するなども可能。

必須自由記載研修プログラムの
特徴

例）
魅力として掲げているＰＲポイント（専門研修の
内容、地域の魅力、福利厚生等）について、幅広
く記載。適宜病院のホームページ等の情報が掲載
されているURLを記載するなども可能。

任意自由記載当院で研修を行う
魅力・ＰＲポイン
ト

例）●●課●●研修センター 山田任意担当部署・担当者連携調整に関する
連絡先

例）000-000-0000電話番号

例）○○○＠○○○○メールアドレス

記入例回答要件詳細項目
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※ 令和８(2026)年度専攻医募集におけるシーリングにおいて指導医派遣実績提出が不要だった都道府県診療科については、今後提出いただく指導医派遣実績を用いて採用上
限数を決定する方針のため、本表においては、連携元の特別地域連携プログラムによる採用上限数を、「仮に通常プログラム加算分が０だった場合の数（最小値）～仮に通常プ
ログラム加算分が上限まで付与された場合の数(最大値)」として示している。

特別地域連携プログラムの受入可能数（令和８年１月15日時点の集計結果）

特別地域連携プログラム採用上限数受入可能数（1/15時点の集計結果）

87～90317内科

40～4350小児科

28～3020皮膚科

27～2930精神科

３～５62整形外科

20～2225眼科

14～1519耳鼻咽喉科

15～2124泌尿器科

９34脳神経外科

1245放射線科

23～2569麻酔科

1115形成外科

３23リハビリテーション科

○ 現時点（令和８年１月15日時点）で集計した特別地域連携プログラムの連携先候補施設の受入可能数
は、下表のとおり。引き続き、都道府県や学会の協力を得ながら、連携先施設候補のリストの収集を進め
る予定。
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・ 令和９年度専攻医募集に向けては、特別地域連携プログラムの連携先を確保するための期間や、基本

領域学会や地域等においてプログラムを確認するための期間を確保できるよう、全体として可能な範囲で

前倒したスケジュールで進めることを検討している。

・ シーリング数案については、新たに加算数の対象となった都道府県診療科に指導医派遣実績の提出を

求めた上で、医師専門研修部会に報告する予定としている。

＜スケジュール（案）＞

１～３月 ［基幹施設］ 機構へ指導医派遣実績の提出 ※新たに加算数の対象となった都道府県診療科のみ

２月～ ［基幹施設］ 特別地域連携プログラムの連携先確保

春頃 ［機構］ シーリング数案の決定、医師専門研修部会への報告

［基幹施設］ 研修プログラム決定、機構へ研修プログラム申請

［学会］ 研修プログラムの審査

［都道府県］ 研修プログラム内容の確認

秋頃 ［機構］ 研修プログラム承認、募集開始

今後の進め方（案） 資料３
（日本専門医機構資料）

令和 ７年度第 ４回 医道審議会

医師分科会 医師専門研修部会
令和 ８年１月21日
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参考：令和８(2026)年度のシーリング算出
における指導医派遣実績と加算数等

※令和９(2027)年度のシーリングにおいては、令和８(2026)年度に続き加算数の対象となった都道府県
診療科の指導医派遣実績について、実績収集等の負担等を考慮し、新たに収集することはせず、
令和８(2026)年度のシーリング算出に用いた実績を使用。
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専門研修指導医の派遣実績及び加算数

④③②①

加算数

実績の加算
数への換算
（②×0.5
＋④
×0.5）

③による派
遣実績

（人・年）

派遣医師人数（人）
のうち、派遣先が足
下充足率0.7以下へ
の派遣（人）

①の派遣
実績
（人・
年）

加算上限都道府県領域

506494155438841,26550東京都内科
913321232453039京都府内科
865371261738大阪府内科
3622993和歌山県内科
6109002192406岡山県内科

1849119715518福岡県内科
360011113長崎県内科
961111222349東京都小児科
5241147625東京都皮膚科
180015521京都府皮膚科

1080131514716910東京都精神科
1300551石川県精神科
1351168731岡山県精神科
24008102福岡県精神科
1112291佐賀県精神科

121776912028540612東京都整形外科
2470093982京都府整形外科
458221141474福岡県整形外科

次項に続く

資料
１-１

令和７年度第２回 医道審議会
医師分科会 医師専門研修部会

令和７年７月24日

日本専門医機構資料
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専門研修指導医の派遣実績及び加算数（続き）

④③②①

加算数

実績の加算
数への換算
（②×0.5
＋④
×0.5）

③による派
遣実績

（人・年）

派遣医師人数
（人）のうち、派
遣先が足下充足率
0.7以下への派遣

（人）

①の派遣
実績
（人・
年）

加算上限都道府
県領域

652271021676東京都眼科
1170035501京都府眼科
3160032403大阪府眼科
4383673894東京都耳鼻咽喉科
2200572愛知県耳鼻咽喉科
1190037391京都府耳鼻咽喉科
1370073771京都府泌尿器科
41741201502282904東京都脳神経外科
699831431162046東京都放射線科
163221251441京都府放射線科
1210042421岡山県放射線科
1163329351福岡県放射線科
81201022421372908東京都麻酔科
2291756762京都府麻酔科
14678851221岡山県麻酔科
0000001沖縄県麻酔科
445101380944東京都形成外科
288118122兵庫県形成外科

236202251562東京都リハビリ
テーション科

資料
１-１

令和７年度第２回 医道審議会
医師分科会 医師専門研修部会

令和７年７月24日

日本専門医機構資料
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専門研修指導医 (常勤 )の医師少数区域への派遣実績
に応じたシーリング数の追加（常勤派遣分）

⑷⑶⑵⑴⑷⑶⑵⑴

常勤派遣分⑵/⑴

全派遣実績
のうち、医
師少数区域
に週５日派
遣している
派遣実績
(人・年)

加算上限都道府県領域常勤派遣分⑵/⑴

全派遣実績
のうち、医
師少数区域
に週５日派
遣している
派遣実績
(人・年)

加算上限都道府県領域

1136東京都眼科228650東京都内科
0001京都府眼科33299京都府内科
0003大阪府眼科0008大阪府内科
2274東京都耳鼻咽喉科1123和歌山県内科
1112愛知県耳鼻咽喉科44236岡山県内科
1221京都府耳鼻咽喉科00318福岡県内科
1551京都府泌尿器科0003長崎県内科
48324東京都脳神経外科22209東京都小児科
44246東京都放射線科1145東京都皮膚科
0001京都府放射線科1111京都府皮膚科
0001岡山県放射線科221710東京都精神科
1331福岡県放射線科0001石川県精神科
55438東京都麻酔科119191岡山県精神科
0002京都府麻酔科1122福岡県精神科
0001岡山県麻酔科1221佐賀県精神科
0001沖縄県麻酔科333612東京都整形外科
44144東京都形成外科0002京都府整形外科
1122兵庫県形成外科1144福岡県整形外科

2362東京都
リハビリ

テーション科
※1 「⑴加算上限」は、通常プログラム加算数を設定する際の上限。

※2 ⑵は、専門研修指導医を、シーリング対象外の都道府県の医師少数区域に、常勤に相当する週5日、派遣している実績。

※3 「⑷常勤派遣分」は、「⑴加算上限数」と「⑵医師少数区域への常勤の指導医派遣実績」の比率（ =⑶ ）をもとに、上限を「⑴加算上限」の値
とし、算出。常勤派遣分の合計は50枠となり、通常プログラムのシーリング数2,071の３％未満となる。なお、常勤派遣分は、次年度以降のシーリ
ング数算出の際の採用実績には計上しないものとする。

資料
１－４
(一部修正)

令和７年度第２回 医道審議会
医師分科会 医師専門研修部会
令 和 ７ 年 ７ 月 2 4 日
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